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前文 

 

 独立行政法人情報処理推進機構（以下「機構」という。）は、経済産業省の政策実施機関とし

て、平成１６年１月の独立行政法人化後、第一期中期目標期間（平成１５年度～１９年度）に

おいては、産業の育成に主眼を置いて「情報処理の推進」を図るための事業を、第ニ期中期目

標期間（平成２０年度～２４年度）においては、ＩＴが経済活動の重要な社会基盤に急速にな

りつつある状況を踏まえ「情報社会システムの安寧と健全な発展」を図るための事業を、第三

期中期目標期間（平成２５年度～２９年度）においては、ＩｏＴの進展によりいや応なく人々

とＩＴとの繋がりが生じている状況を踏まえ「利用者視点に立った複雑・膨大化する情報社会

システムの安全性・信頼性の確保」を図るための事業を実施してきた。 

 第三期中期目標期間においては、サイバーセキュリティに関する対策強化を通じてサイバー

セキュリティに関する情報収集力の強化や協力機関の拡大などの成果を上げた。また、ＩＴに

関する新しい潮流への対応強化を通じてＩｏＴ製品の開発のために留意すべき事項をまとめ

た「つながる世界の開発指針」の発行や、優れた能力を持つＩＴ人材に対する支援を通じ、優

れたＩＴ人材による事業化の達成などの成果を上げてきた。一方で、第三期中期目標期間を通

じてサイバー攻撃は一層高度化・巧妙化し、技術の進歩は一層早くなるとともに、ＩＴ人材の

質・量の不足は拡大している課題も見えてきたところである。 

 第四期中期計画を策定するに当たり昨今のＩＴを取り巻く状況を見ると、周到な準備を経た

上で行われる標的型攻撃による被害が見られるなど、サイバー攻撃は今後もより一層高度化・

巧妙化していくことが予想される。他方、ＩｏＴやビッグデータ、人工知能の実用化に伴って

第４次産業革命ともいわれる大きな社会変革が起きており、技術革新のスピードはより一層加

速していくことが見込まれる。我が国が更に高度化・巧妙化するサイバー攻撃等に対抗してい

くとともに、この技術革新の流れに乗り遅れないようにするためには、サイバー攻撃に対抗す

るための連携を強化し、サイバー攻撃への対応や社会変革を担うための人材を育成するととも

に、サイバー攻撃や社会変革の契機となるＩＴに関する新しい流れを常に捉え社会に発信し続

けていくことが必要である。 

 このような社会環境の変化を受け、第四期中期目標期間（平成３０年度～３４年度）におい

て、機構は、サイバーセキュリティの強化及びＩＴ人材の育成並びにこれらを支えるＩＴに関

する新しい潮流の把握・発信を通じて、ＩＴに関する社会基盤整備に貢献し続ける社会全体の

公器となることを目指し、国民から親しまれ信頼される政策実施機関として幅広い施策を展開

していくこととする。 
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Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとる

べき措置 

１．新たな脅威への迅速な対応等のセキュリティ対策の強化 

 ＩＴの活用が進む中で、サイバーセキュリティの確保はその前提となるものであるが、サイ

バー攻撃はますます高度化・巧妙化・大規模化している。このような状況を踏まえ、第三期中

期目標期間においては、独立行政法人及びサイバーセキュリティ戦略本部が指定する特殊法人

等（以下「独法等」という。）に対する監視・監査の実施や、サイバー攻撃に係る情報の共有体

制の構築、サイバーレスキュー隊の編成などの業務を実施し、サイバーセキュリティの確保に

努めてきたところである。一方で、サイバー攻撃の対象は従来のＩＴ製品からあらゆるデバイ

ス、システム、媒体に拡大しており、これまで以上に幅広い対応が重要になっているところで

ある。第四期中期目標期間においては、サイバー攻撃情報の収集を強化し、深刻化するサイバ

ー攻撃に対する初動対応措置を強化するとともに、被害を未然に防止するために必要な措置を

強化していく必要があることから、以下の取組を実施する。併せて、これらの取組の成果を積

極的に広報するとともに、成果の活用に向けツール、データベースの構築等を行うことにより

利用者の利便性の向上に努める。 

（１）あらゆるデバイス、システム、媒体を対象としたサイバー攻撃等に関する情報の収

集、分析、提供、共有 

①サイバーセキュリティ上の脅威への対応 

a.深刻化、増大する標的型攻撃や新種のマルウェア等によるサイバー攻撃に対して、攻撃

情報の共有体制を強化・拡大させる。また、被害発生時における初動対応措置や対応策

検討の支援を行う。 

b.脅威やサイバー攻撃の傾向を予測し、被害の未然防止のための措置等高度な対策等の提

案、中長期的に発生し得る事象の発信等を図るため、情報収集チャネルを拡大し、情報

の量及び質を高める。 

c.国民からの相談・問合せに対応するための相談窓口を引き続き運営するとともに、急速

に変化しつつある脅威を的確に把握し、コンピュータウイルス等のマルウェアや不正ア

クセス等の情報を積極的に収集・分析し、傾向や対策等の情報提供を行う。 

②システムの脆弱性に対する適切な対策の実施 

a.「脆弱性関連情報届出受付制度」を引き続き着実に実施するとともに、関係者との連携

を図りつつ、脆弱性関連情報をより確実に必要とする者に提供する手法を検討する。 

b.統合的な脆弱性対策情報の提供環境を整備することにより、開発者、運用者及びエンド

ユーザに対して、脆弱性対策情報の活用を促す。 

c.組込み機器等の脆弱性に関する対策の提示等を行う。 
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d.最新の脆弱性情報や攻撃・被害情報を収集・分析し、注意喚起による危険回避や対策の

徹底を図り、サイバーセキュリティ上のリスクの低減を促進する。 

③社会的に重要な情報システム等に関する対策支援 

a.重要インフラ分野等（データ活用に積極的に取り組む企業・組織を含む。）の社会的に

重要なシステム等について、関係府省等の求めに応じて、セキュリティ対策状況の確

認、サイバーセキュリティ強化等のための調査、インシデント発生時の原因究明調査等

の協力を行う。 

b.我が国の社会インフラ・産業基盤に係る制御システムの安全性・信頼性に関するリスク

評価手法の浸透を図る。 

（２）我が国の経済・社会を支える重要インフラや産業基盤のサイバー攻撃に対する防御力

の強化 

我が国の経済・社会を支える重要インフラや産業基盤のサイバー攻撃に対する防御力を強

化するため、官民が共同し、産業サイバーセキュリティセンターを制御技術（ＯＴ）と情報

技術（ＩＴ）の知見を結集させた世界最高レベルのサイバーセキュリティ対策の中核拠点と

していくことを目指しながら、模擬システムを用いた演習や、攻撃・防御の実践経験、最新

のサイバー攻撃情報の調査・分析等を通じて、社会インフラ・産業基盤へのサイバーセキュ

リティリスクに対応する人材・組織・システム・技術を生み出していく。 

（３）非技術的要因を踏まえた調査、分析 

①経営層等に対して情報セキュリティ対策の重要性を訴え、企業や組織における情報セキュ

リティ対策の取組を促進させるため、企業・組織・サプライチェーン全体で見逃されがち

な脅威、課題等を掘り起こし、分析・評価及び必要な情報提供を行う。 

②ＩＴ利用企業や国民一般に向けて積極的な情報セキュリティ対策の浸透を促すため、社会

的要請等に応じ、情報セキュリティ対策、データ利活用における情報保護、プライバシー・

情報セキュリティ倫理に対する意識等に関する状況調査・分析及び必要な情報提供を行う。 

③潜在的な情報セキュリティ上の脅威や攻撃の傾向を技術動向や社会動向、利用者・攻撃者

の心理等から多面的に分析し、中長期的に発生し得る重大事象やそれに対する対策等の予

測的な情報発信や、セキュリティリスク・対策状況を可視化・評価する手法提供の可能性

について検討する。 

（４）セキュリティ対策に関する普及啓発、情報提供 

①広く企業及び国民一般に情報セキュリティ対策の重要性を知らしめるため、地域で開催さ

れる情報セキュリティに関するセミナー等への講師派遣等の支援、セミナーの開催、各種

イベントへの出展、普及啓発資料の配布、啓発サイトの運営等を行う。 

②中小企業が情報セキュリティ対策を身近な課題としてとらえ自発的に対策を行う気運を

高めるべく、中小企業が関連する様々な団体や制度との連携を図りつつ、ガイドライン、
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自己宣言制度等の普及を行う。 

③機構が提供する情報などが、必要とされる現場に届き、有効に活用されるようにするため、

個々の現場に近い団体等との連携を拡大させるなどにより、情報提供チャネルの拡大を図

る。 

④国内外のセキュリティ関連組織との連携、国際会議への参加、セキュリティ関連規格の調

査等を通じて、機構が行う情報セキュリティ関連事業への最新動向の反映や国際標準化を

含めた国際整合性の確保を図るとともに、情報セキュリティ対策の実施にあたり有効な情

報を発信する。 

（５）国際標準に基づくＩＴ製品等のセキュリティ評価及び認証制度の着実な実施 

①「ＩＴ製品のセキュリティ評価及び認証制度」を引き続き着実に実施するとともに、評価・

認証手続の改善、評価に関する技術の維持・向上、現状・動向の調査、情報提供を実施す

る。 

②政府調達におけるＩＴ機器等のセキュリティの確保等に資するため、ＩＴ機器等のセキュ

リティ要件、その要件を満たす認証取得製品、その他調達要件等の情報提供を行う。 

（６）暗号技術の調査・評価 

①ＣＲＹＰＴＲＥＣ1暗号リストの適切な維持・管理のため、ＣＲＹＰＴＲＥＣの事務局を引

き続き務めるとともに、ＣＲＹＰＴＲＥＣ暗号リストに掲載されている暗号アルゴリズム

について、危殆化の有無を監視するための調査及び実際の利用状況などを把握するための

利用実績調査を行う。 

②情報システムのセキュリティ確保の根幹である暗号技術の適切な利用／運用を促進する

ため、暗号技術の利用／運用面での現状・動向等の調査を行い、ガイドライン等により、

情報提供を行う。 

③「暗号モジュール試験及び認証制度」を着実に実施するとともに、評価・認証手続の改善、

評価に関する技術の維持・向上、現状・動向の調査、情報提供等を実施する。 

（７）独法等に対する不正な通信の監視、監査等 

①内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター（ＮＩＳＣ）の監督の下、独法等の情報シス

テムの監視を実施する。 

②サイバーセキュリティ戦略本部からの委託により、独法等の情報セキュリティに関する監

査、原因究明のための調査を実施する。 

 

【指標】 

以下に定める指標を達成しているか否かを総合的に勘案して評価を行う。 

 
1 Cryptography Research and Evaluation Committees 
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なお、第四期中期目標期間中に達成すべき目標のうち、各年度において達成すべき目標に

ついては、年度計画において定める。 

①重要インフラ関連企業におけるセキュリティ対策の強化【基幹目標】 

 第四期中期目標期間において、機構が提供・共有する情報や支援等を通じて、情報セ

キュリティ対策強化に向けた新規・追加の取組を実施した重要インフラ関連企業数を５

００社以上とする。（参考値：平成２９年１２月末時点のＪ－ＣＳＩＰ参加組織数２２

７組織） 

 上記目標の達成に向けて、関係省庁とも協議の上、Ｊ－ＣＳＩＰへの参画産業分野・

組織の拡大を図るとともに、業界団体等との連携を強化し、リスク分析の業界向けガイ

ドライン策定支援などを通じ、その活用促進に向けた取組を推進する。 

［重要度高・優先度高・難易度高］ 

②中小企業におけるセキュリティ意識の向上【基幹目標】 

 「SECURITY ACTION 制度」（中小企業自らが、情報セキュリティ対策に取り組むこと

を自己宣言する制度）に参画する中小企業数を加速度的に増やし、第四期中期目標期間

終了時点で２６，０００社以上とする。（参考値：平成２９年１２月末時点の参画企業

数２８０社） 

 上記目標の達成に向けて、本制度の認知度向上に向けた積極的な広報活動に加え、全

国商工会連合会や日本商工会議所など、中小企業と関わりの深い関連団体等との協力関

係を強化するとともに、本制度の普及賛同企業の拡大に努める。また、政府や協力組織

との連携の下、本制度への参画に対するインセンティブ付与に資する施策の実現に向け

た取組を推進する。 

［重要度高・優先度高・難易度高］ 

③情報セキュリティ対策の企業への普及促進 

 情報セキュリティに係る調査、分析の結果等に基づき、企業・組織・サプライチェー

ン全体における情報セキュリティ対策の取組を促すべく社会の要請に応じた対象者別

（一般企業、中小企業、重要インフラ関連企業向け）のガイドライン等の整備、提供を

行い、第四期中期目標期間中の累計普及数（ダウンロード件数、販売数、申込による無

償配布など）を２５０，０００件以上とするとともに、当該ガイドライン等に対する役

立ち度を調査し、４段階評価で上位２つの評価を得る割合を中期目標期間中に３分の２

以上確保する。（想定普及対象として、大企業、一定以上の従業員規模を持つ中小企業

（個人事業者を除く。）及びセプターカウンシルの各セプター構成員である重要インフ

ラ関連事業者の合計値（約２５万社）を目安とし、目標水準を設定。） 

 上記目標の達成に向けて、最新の情報セキュリティ動向を踏まえ、提供するガイドラ

インの内容の質を高めるとともに、説明会やセミナー・イベント、ＳＮＳ等の外部の情

報発信ツールの活用などを通じて、積極的な普及活動を推進する。また、必要に応じて

要約版を作成すること等により、理解の向上及び活用の促進に努める。 

④国民に対するサポート体制構築 

 我が国全体としての一般国民へのサポート体制を強化するべく、一般国民が情報セキ
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ュリティに関する相談先、情報収集先をどの程度認識しているかを把握し、その状況に

応じて、機構が運営する安心相談窓口等との連携組織を毎年度拡大する。 

 上記目標の達成に向けて、既に相談窓口を設置している公的機関等や一般国民が認知

している相談先との協力関係の構築を図る。 

⑤社会インフラ・産業基盤のサイバーセキュリティに係る人材育成プログラムの提供 

 第四期中期目標期間中に、産業サイバーセキュリティセンターが提供する人材育成プ

ログラムについて、延べ５００名の受講者を目指す。（平成２９年７月に開講した中核

人材育成プログラム（長期）の第１期受講者が７６名。当該プログラム受講の働きか

け、他のプログラムの開発等により、第四期中期目標期間中に平均して１００名／年の

受講者を得る。） 

 上記目標の達成に向けて、社会インフラ・産業基盤における産業サイバーセキュリテ

ィの状況を踏まえながら、プログラムの改修・新規開発等を進めていく。 

⑥社会インフラ・産業基盤のサイバーセキュリティリスクに対する取組促進【基幹目標】 

 第四期中期目標期間中に、産業サイバーセキュリティセンターの人材育成プログラム

の受講者が、企業や産業における演習実施、ポリシー策定、組織変更その他及びこれら

に関する企画・提案等の取組を延べ５００件程度行い、当センターの事業効果が、当該

受講者の得た知見を通じて、更に当該企業の関係者及び組織全体や社会全体に均てんし

ていくことを目指す。（人材育成プログラムの受講者が、セキュリティ強化のための具体

的な取組を行うことを前提として、目標を設定。） 

 上記目標の達成に向けて、プログラムの受講を踏まえて企業や産業における具体的な

取組が行われていくよう、受講者及び受講企業とのネットワーク形成も図りつつ、プロ

グラム受講後のフォローの仕組みを構築していく。 

［重要度高・優先度高・難易度高］ 
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２．高度な能力を持つＩＴ人材の発掘・育成・支援及びネットワーク形成とＩＴ人材の裾野

拡大に向けた取組の強化 

社会基盤としてのＩＴの重要性が増していることに伴い、ＩＴ社会を担う人材の質及び数の

確保についても重要性が増しているところである。このような状況を踏まえ、機構は第三期中

期目標期間において、サイバーセキュリティ人材の育成や優れたＩＴ人材の発掘・育成のため

の取組を実施するとともに、ＩＴ人材の裾野拡大に向けた取組みを実施してきた。一方で、発

掘・育成した人材が社会の中で活躍できるような場を設定することなどが必要となってきたと

ころである。このような点を踏まえつつ、機構が我が国ＩＴ人材の確保に積極的に貢献してい

くため、以下の取組を実施する。併せて、これらの取組の成果を積極的に広報するとともに、

成果の活用に向けツール、データベースの構築等を行うことにより利用者の利便性の向上に努

める。 

（１）優れたＩＴ人材の発掘・育成・支援の実施と活躍の機会の提供 

①ＩＴの活用によるイノベーションの創出を行うことができる独創的なアイディア・技術等

を有する突出したＩＴ人材を、優れた能力と実績を持つプロジェクトマネージャーの指導

のもとで、発掘・育成する。また、我が国の産業の活性化・競争力強化に資するため、突

出したＩＴ人材が持つ高度かつイノベーティブな技術シードに更に磨きをかけ、産学界を

けん引し、また強力にリードしていくような新たな社会価値創出を目指す人材を育成する。 

②サイバーセキュリティの強化へ向けて、若年層の優秀なセキュリティ人材の早期発掘・育

成を行う。また、育成された人材が指導的役割を果たし、継続的な自己研鑽と社会への還

元を図るような活動を促進する。 

③情報処理安全確保支援士に係る登録、講習の事務を着実に実施するとともに、情報処理安

全確保支援士が有する知見をいかんなく発揮できるよう、企業における情報処理安全確保

支援士の役割等に関する事例収集とその展開、資格のブランディング活動、企業・団体な

どへの普及の働きかけ等を行う。 

④優れたＩＴ人材が相互に、また産学界とのとのつながりにおいても情報交換を行い、切磋

琢磨することが出来るよう、優れたＩＴ人材の交流の場を提供するなど、人的ネットワー

クの活性化を促進する。 

（２）社会の第一線での活躍が見込まれるＩＴ人材の発掘を通じたＩＴ人材の裾野の拡大 

①情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験については、サイバーセキュリティ人

材を始めとするＩＴ人材の高度化と裾野の拡大、技術の複雑化、利用者ニーズの多様化な

どＩＴを取り巻く環境変化を踏まえて、着実に実施する。また、応募者数増加に資する取

組等によって収益の維持に努め、同試験の持続的な運営を行う。 

②アジア各国の試験と情報処理技術者試験との同等性に関する相互認証及び相互認証に基

づくアジア共通統一試験については、ＩＴ分野における外国人材の活躍促進を支える施策

の一つとして、着実に実施する。 
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【指標】 

  以下に掲げる指標を達成しているか否かを総合的に判断して決定する。 

  なお、第四期中期目標期間中に達成すべき目標のうち、各年度において達成すべき目標に

ついては、年度計画において定める。 

 ①未踏事業修了生の成果【基幹目標】 

 未踏関係事業の修了生による新たな社会価値創出を、新技術の創出数、新規起業・事業

化の資金確保数、ビジネスマッチング成立件数で総合的に捉え、第四期中期目標期間中の

合計数延べ５０件を目指す。（第四期中期目標期間中の未踏関係事業で年５０名以上の修

了者数を計画しており、新技術の創出として知的財産権に関する出願・登録数や企業等と

の共同研究・開発テーマ設定数、起業・事業化への資金確保数、ビジネスマッチング成立

件数を合わせて年１０件とし、５年間累計で５０件を目標とする。なお、未踏関係事業の

計画を変更せざるを得ない事情が生じた場合はこの限りではない。） 

 上記目標の達成に向けて、未踏育成期間中にプロジェクトマネージャーによる技術的指

導・助言に加え、法務・財務等の起業・事業化に必要な専門知識や知的財産権確保に必要

な専門知識等の修得を支援する講義の場を設け、ＩＴ人材の経営力の強化を支援する。さ

らに、プロジェクトマネージャーの助言や紹介等をうけて、企業や投資家等との共同研究

や事業マッチング等の機会を提供し、また積極的に活用させ、新たな社会価値創出への行

動を支援する。 

［重要度高・優先度高・難易度高］ 

 ②セキュリティ・キャンプ修了生の活動【基幹目標】 

 セキュリティ・キャンプの修了生によるイベント講師等の実績数（キャンプ講師、チュ

ーター含む。）について、第四期中期目標期間中の合計数延べ２２５名を目指す。（第四期

中期目標期間中のセキュリティ・キャンプ修了生による全国大会及び地方大会の講師・チ

ューター数、各種講演会・勉強会での講師数を合わせて年４５名とし、５年間累計で２２

５名を目標とする。なお、全国大会の講師・チューターを年７０名規模、地方大会を全国

で年８回開催を計画しており、計画を変更せざるを得ない事情が生じた場合にはこの限り

ではない。） 

 上記目標の達成に向けて、セキュリティ・キャンプ実施協議会と連携して講師、修了生

のネットワーク形成を図るとともに、講師等の候補生をベテラン講師がコーチ、フォロー

する仕組みを形成し、全国大会および地方大会からの将来有為な人材の活躍を支援する。 

［重要度高・優先度高・難易度高］ 

 ③情報処理安全確保支援士の活動 

 情報処理安全確保支援士が保有している知識やスキルを発揮して、情報セキュリティに

関連する業務遂行がなされたとする値について、第四期中期目標期間の最終年度に７５％

を目指す。（１年目に情報処理安全確保支援士（ＲＩＳＳ）にアンケートを実施してＲＩ

ＳＳ活躍指標の基礎数値を取得する。当該基礎数値をベースに、最終年度に７５％が達成

できるよう、各年度に達成割合を設定する。） 
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 上記目標の達成に向けて、情報セキュリティの最新動向や事例等を講習に取り入れるこ

とで、情報セキュリティのトレンドを踏まえた実践的な知識や技術を習得させ、業務遂行

を支援する。さらにＲＩＳＳの役割定義や活躍の場を整理して積極的に展開し、ＲＩＳＳ

のブランド価値を高めることで、ＲＩＳＳの企業活用を推進する。 

 ④情報処理技術者試験制度の活用 

 ＩＴ人材の裾野拡大を図るため、ＩＴを提供する側だけでなく、ＩＴを利用する側も含

めた企業における情報処理技術者試験の活用割合について、毎年度、５５％以上を目指す。

（情報処理技術者試験の活用割合（直近３か年平均５４．３％）から、５５％を算定。） 

 上記目標の達成に向けて、ＩＴに係る最新の動向を踏まえた試験内容に逐次更新すると

ともに、積極的な広報活動を展開するなど、企業における認知度を向上させる取組を推進

する。 
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３．ＩＣＴに関する新しい流れを常に捉え、発信していく機能の強化 

近年、ＩｏＴ、ビッグデータ、人工知能の実用化に伴って、これまでの社会の在り方を覆す

ような社会変革が進行しつつある。機構はこのような状況に対応し、第三期中期目標期間にお

いてＩｏＴ時代に製品開発者が考慮すべきポイントをまとめた「つながる世界の開発指針」を

まとめるなど、ＩｏＴ時代に対応した基盤作りを行ってきたところである。今後、ＩｏＴなど

の取組が一層進み、複数のＩｏＴシステムが相互に連携して新たな価値を提供するＳｏＳ

（System of Systems）のような複雑なシステムへと変わっていく社会で、ＩＣＴを利用する

あらゆる産業の競争力強化、革新的なビジネスの創出や、業種や国境を越えた連携を加速させ

ていくことが求められている。このためには、ＩＣＴに関する新しい潮流を常に捉え、その新

たな活用法や社会実装上の課題・解決策を速やかに社会の各層に展開してイノベーションを加

速化していく機能の強化が必要である。具体的には、ＩｏＴを支える組込みソフトウェア産業

の技術基盤強化、様々な新技術の導入に際して留意すべき技術・利用者・経営的視点の指標や

社会インパクトの提示による技術実装の促進、複雑なシステムの開発における課題の効果的か

つ包括的な解決方法として考えられる「システム思考」のアプローチの社会展開などが課題と

なっている。また、官民データの利活用の促進や、第４次産業革命への対応を含めた人材育成

への取組についても進めていく必要がある。このような点を踏まえつつ、機構がＩＣＴの技術

動向等に関する社会の各層への発信を通じ、社会変革の基盤作りに積極的に貢献していくため、

以下の取組を実施する。併せて、これらの取組の成果を積極的に広報するとともに、成果の活

用に向けツール、データベースの構築等を行うことにより利用者の利便性の向上に努める。 

（１）ＩＣＴの新たな技術等に関する調査分析及び発信 

①ＩＣＴに関する技術動向（ビッグデータや人工知能等の新技術、社会システムの安全性・

信頼性等の向上に関する動向含む）及びＩＴ人材に関する動向を調査・分析し、社会実装

の促進等につながる情報発信を強化する。 

②情報収集・調査能力及び分析能力を更に強化し、我が国の社会基盤としてのＩＣＴの安全

性・信頼性等の脅威となる情報を収集し、これらを活用してより深い分析を行うとともに、

適切に社会の各層に分析結果等の情報を発信する。 

③組込みソフトウェア産業の抱える課題、開発技術動向、人材育成状況等を把握し、当該産

業の振興に資するための組込みソフトウェア産業の実態調査を始めとして、情報処理シス

テムの実態等に関する調査・分析を行い、情報発信する。 

④ＩｏＴによる地域課題の解決や新事業創出に関する施策動向、取組事例、人材育成等の活

動情報の収集整理及び発信を通じて、地域経済活性化に取り組んでいる地方公共団体、民

間企業等を支援する。 

（２）ＩＣＴの新たな技術等に関する客観的な基準・指針・標準の整備及び情報発信 

①ＩＣＴの新たな技術等に関する調査分析を通じて、新しい技術について社会実装上の必要

性がある場合には、当該技術の技術・利用者・ビジネスの観点を踏まえ、指針化・ガイド

ライン化し、普及に努める。また、技術動向の変化に対応すべく、機構が整備した既存の
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指針やガイドラインについて、その適用状況等により、必要に応じて見直しを図る。 

②ＩｏＴシステムや組込みソフトウェア等の高度化や生産性・信頼性の向上に向けて、指針・

ガイドライン等の整備・普及を図る。 

③高度で複雑な課題を効果的かつ包括的に解決する手法として期待される「システムズエン

ジニアリング」を始め、事故分析手法や安全性解析手法など、製品・サービスの生産性や

信頼性を向上させるための手法や技術の活用及びそれらに関する情報提供、さらには、そ

れらによる社会問題の解決に向け社会各層への多面的な普及展開を図る。 

④ＩｏＴ製品やシステムの利用時のセーフティやセキュリティを確保するための客観的な

基準・指針等、特に重要性の高いものについては、我が国の国際競争力の確保に留意しつ

つ国際標準化を推進する。 

⑤第４次産業革命への対応に向けて、求められる人材や喫緊性等の「見える化」を図るため、

今後に向け求められるＩＴ人材の在り方に影響を及ぼし得る産業動向や技術等に関わる

調査を行うとともに、ＩＴスキル標準（ＩＴＳＳ）を継続的に見直し、順次発信する。ま

た、これらの取組を通じ専門的な知見を有する立場から、経済産業省が行う「第四次産業

革命スキル習得講座認定制度」（通称：「Ｒｅスキル講座」）の制度運用を支援する。 

⑥官民データの利活用を可能とする基盤として技術標準、データ標準の整備を行うとともに、

これらの分野横断的な展開を図るための環境整備、ガイドラインの整備及び普及を図る。 

（３）海外機関との連携の促進 

①米国商務省国立標準技術研究所（ＮＩＳＴ）、米国カーネギーメロン大学ソフトウェアエン

ジニアリング研究所（ＳＥＩ）、独国フラウンホーファー研究機構実験ソフトウェアエンジ

ニアリング研究所（ＩＥＳＥ）等の海外機関との連携を通じて、ＩＣＴ等に関する技術等

の最新情報の交換や技術共有等を行い、調査報告書等に反映する。 

 

【指標】 

 以下に定める指標を達成しているか否かを総合的に勘案して評価を行う。 

なお、第四期中期目標期間中に達成すべき目標のうち、各年度において達成すべき目標に

ついては、年度計画において定める。 

①ＩＣＴに関する技術動向等の調査・分析・情報発信 

 機構が取りまとめたＩＣＴに関する技術動向等の白書及びＩＣＴに関する調査等の報告

書について、第四期中期目標期間における普及件数の年間平均値につき、第三期中期目標

期間中における当該数以上を達成する。（参考値：第三期中期目標期間（平成２８年度まで）

の普及件数の年間平均１５９，６６１件） 

 上記目標の達成に向けて、当該白書や報告書の内容を踏まえ、想定される利用予定者の

分析を継続的に行い、個別の説明会やセミナー・イベントを通じて積極的に周知するとと

もに、ＳＮＳ等の外部の情報発信ツールの活用なども含め、効果的な普及活動を推進する。 
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②ＩＣＴに関する指針やガイドラインの提供及び普及促進【基幹目標】 

 機構が整備したＩＣＴに関する指針やガイドラインについて、第四期中期目標期間にお

ける普及件数の年間平均値につき、第三期中期目標期間における当該数以上を達成する。

さらに、当該指針やガイドラインの利用者又は想定される利用予定者に対し、セミナー等

において役立ち度（見込）を調査し、４段階評価で上位２つの評価を得る割合を第四期中

期目標期間中に３分の２以上を確保する。（参考値：第三期中期目標期間（平成２８年度

まで）の普及件数の年間平均４３５，６６３件） 

 上記目標の達成に向けて、当該指針やガイドラインの内容を踏まえ、想定される利用予

定者の分析を継続的に行い、個別の説明会やセミナー・イベントを通じて積極的に周知を

図り、ＳＮＳ等の外部の情報発信ツールの活用なども含め、効果的な普及活動を推進する

とともに、必要に応じて要約版を作成すること等により、理解の向上及び活用の促進に努

める。 

［重要度高・優先度高・難易度高］ 

③ＩＴスキル標準の浸透 

 ＩｏＴ、ビッグデータ、人工知能等の進展による今後のＩＴ人材の在り方に影響を及ぼ

し得る産業動向や技術等の調査、並びにスキル変革に求められる指標として整備・発信す

る新たなＩＴスキル標準に関する情報アクセス数について、毎年度、平成２５年度～平成

２８年度の年度当たり平均アクセス数（※）以上を達成する。（※基準値：平成２５年度～

平成２８年度の年度当たり平均アクセス数２９，２６９件） 

 上記目標の達成に向けて、今後のＩＴ人材に必要となる、先進的なＩＴや人材市場等に

関する知見を有する外部有識者とのネットワークを形成し、今後のＩＴ人材の在り方にか

かわる諸課題の議論や調査を継続的に行い、ＩＴスキル標準の改善を進めるとともに、時

宜を捉えた情報発信に努める。 
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Ⅱ．業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

１．機動的・効率的な組織及び業務の運営 

（１）機構の各事業について、実施の妥当性及び出口戦略を常に意識し、計画の策定、実行、

評価、改善のＰＤＣＡサイクルに基づく業務運営の見直しを継続的に実施する。また、ＩＴ

を巡る内外の情勢変化等を踏まえ、運営効率向上のための最適な組織体制を柔軟かつ機動的

に構築するため、継続的に見直しを実施する。 

（２）組織内外の課題や組織横断的な課題に対して適切に対応していくため、部署の枠を越え

て定期的に議論を行う場を設置するなどし、事業間のシナジーなど組織全体としての最適効

率を目指す体制を構築する。 

（３）業務内容に応じて民間事業者や外部専門機関を有効に活用することにより、業務の効率

化を図る。民間事業者や外部専門機関の選定に当たっては、可能な限り競争的な方法により

行うとともに、十分な公募期間の設定と情報提供を行う。 

２．業務経費等の効率化 

運営費交付金を充当して行う業務については、新規に追加されるもの、拡充分及び特別事業

費を除き、一般管理費（人件費及びその他の所要額計上を必要とする経費を除く｡）について

毎年度平均で前年度比３％以上、業務経費（人件費及びその他の所要額計上を必要とする経費

を除く。）について毎年度平均で前年度比１％以上の効率化を行う。 

３．人件費管理の適正化 

給与水準については、国家公務員の給与水準も十分に考慮し、手当てを含め役職員給与のあ

り方について厳しく検証したうえで、適正化を図る。また、その検証結果や取組状況を公表す

る。 

４．調達の合理化 

（１）公正かつ透明な調達手続による適切で迅速かつ効果的な調達を実現する観点から、「独

立行政法人における調達等合理化の取組の推進について（平成２７年５月２５日総務大臣決

定）」を踏まえ、引き続き、毎年度、適切に「調達等合理化計画」を策定し、これに則って、

一般競争入札の導入・範囲拡大や随意契約等、適切な契約形態を通じ、業務運営の効率化・

合理化を図る。随意契約については、やむを得ない案件を除き、原則として一般競争入札等

によることとし、その取組状況を公表する。 

（２）企画競争、公募を通じた調達を行う場合には、競争性及び透明性が確保される方法によ

り実施する。さらに、入札・契約の適正な実施について監事等による監査を受けるものとす

る。 
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５．業務の電子化等による業務運営の効率化 

（１）機構内の事務手続の簡素化・効率化を図るため、「国の行政の業務改革に関する取組方

針～行政のＩＣＴ化・オープン化、業務改革の徹底に向けて～」（平成２６年７月２５日総

務大臣決定）に基づき、引き続き、業務の電子化の促進やシステムの最適化に向けた検討を

行い、順次改善を進める。 

（２）また、生産性向上の観点から、「働き方改革実行計画（平成２９年３月２８日働き方改革

実現会議決定）」を推進しつつ、ＩＣＴも活用した業務効率化に向けて、先進的な取組・制度

の積極的な導入を図り、効果的・効率的な業務運営を実現する。 
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Ⅲ．財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

１．運営費交付金の適正化 

（１）運営費交付金を充当して行う事業については、引き続き、その必要性等に応じた財源の

最適配分（人員、予算等）を行い、適正かつ効率的に執行し、各年度期末における運営費交

付金債務残高を抑制する。 

（２）「独立行政法人会計基準」（平成１２年２月１６日独立行政法人基準研究会、平成２７年

１月２７日改訂）等により、運営費交付金の会計処理として、業務達成基準による収益化が

原則とされたことを踏まえ、引き続き、収益化単位の業務ごとに予算と実績を適切に把握し、

適正な予算執行管理を行う。 

（３）機構の財務内容の透明性を確保する観点から、決算情報の公表の充実等を図る。 

２．自己収入の拡大 

自己収入の増加を図る観点から、受益者が特定でき、受益者に応分の負担能力があり、負担

を求めることで事業目的が損なわれない業務については、経費を勘案して、適切な受益者負担

を求めていくこととする。 

３．試験勘定の採算性の確保 

情報処理技術者試験及び情報処理安全確保支援士試験の持続的な運営を可能とするため、応

募者の増加に資する取組を実施するとともに、事務の活性化・効率化及び収益の維持・改善を

図るものとする。 

４．地域事業出資業務（地域ソフトウェアセンター） 

（１）地域事業出資業務については、繰越欠損金を減少させるため、第四期中期目標期間中に

経常収益合計で１億円以上確保する。 

 そのために、地域ソフトウェアセンターの経営状況について、中間決算及び年度決算見込

等の資料提出を求めることにより的確に把握し、また、様々な機会をとらえて経営者との面

談により指導・助言等を積極的に行い、センターの経営改善を図るとともに、適切な配当を

求めるものとする。 

（２）以下の基準に該当するものは、他の出資者等との連携の下に、当該期間中に解散に向け

た取組を促すものとする。 

①経営改善を行っても、繰越欠損金が増加（３期連続を目安）又は増加する可能性が高い場

合 

②主要株主である地方自治体・地元産業界からの支援が得られない場合 
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５．債務保証管理業務 

保証債務の残余管理については、保証先決算書の徴求等を適宜行うとともに、金融機関とも

連携して債権の保全を図る等適切に実施する。 

 

Ⅳ．予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

１．予算 （別紙参照） 

総表（別紙１－１） 

事業化勘定（別紙１－２） 

試験勘定（別紙１－３） 

一般勘定（別紙１－４） 

地域事業出資業務勘定（別紙１－５） 

 

２．収支計画（別紙参照） 

総表（別紙２－１） 

事業化勘定（別紙２－２） 

試験勘定（別紙２－３） 

一般勘定（別紙２－４） 

地域事業出資業務勘定（別紙２－５） 

 

３．資金計画（別紙参照） 

総表（別紙３－１） 

事業化勘定（別紙３－２） 

試験勘定（別紙３－３） 

一般勘定（別紙３－４） 

地域事業出資業務勘定（別紙３－５） 
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Ⅴ．短期借入金の限度額 

２０億円 

（理由）年度当初における国からの運営費交付金の受入等が最大３ヶ月程度遅延した場合にお

ける機構職員への人件費の遅配及び機構事業費の支払遅延、その他の事故等（例えば天災に

よる情報処理技術者試験の中止や延期等）の発生により生じた資金不足を回避する。 

 

Ⅵ．不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関

する計画 

 なし 

 

Ⅶ．重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 

 なし 

 

Ⅷ．剰余金の使途 

 剰余金が発生したときは、業務の推進及び拡充、広報活動の充実、職員の研修の充実、施設・

設備の整備に係る経費に充てる。 

 

Ⅸ．その他主務省令で定める業務運営に関する事項等 

１．施設及び設備に関する計画 

なし 

２．人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。） 

（１）政府や社会的な要請に基づき機構の業務が追加・拡大する中、引き続き機構における業

務を安定して実施していく観点から、人員体制の増強を図る。具体的には、職員の採用活動

を強化するとともに、新卒採用職員等に対するトレーナー制度・メンター制度の取組を行う。

また、業務内容や専門性に応じて柔軟に活用できる多様な外部専門人材や先端的なセキュリ

ティ人材を機動的に採用し、情勢の変化への対応力を高める。さらに、業務のミスマッチの

発生を防止する観点から、中途採用・企業出向者の採用にあたっては、職務記述書（ジョブ

ディスクリプション）を作成する。 

（２）ＩＴ施策の専門機関・実施機関として期待される役割を果たすため、個々の職員が専門
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性、特殊性の高い業務に対応できるよう、能力開発制度（研修制度、留学、人事交流等）の

整備、充実を図るとともに、組織の中核を担うプロパー職員（特に新卒採用者）への知見の

蓄積を行う観点から中長期を見通した人員体制の構築を図り、必要な専門性を有しつつ視野

の広い人材の育成を目指す。 

（３）組織内の個々人が最大限のパフォーマンスを発揮できるよう、業績評価制度とそれに基

づく処遇の徹底を行うとともに、多面評価（３６０度評価）の実施など、人事評価の信頼性・

妥当性を高める取組を行う。 

（参考１） 

 ・ 期初の常勤役職員数人  ２５８人 

 ・ 期末の常勤役職員数の見込み 政府の方針等を踏まえ弾力的に対応する。 

（参考２） 

 ・ 中期目標期間中の人件費総額見込み（法定福利費を除く。） １１，０６２百万円 

３．中期目標期間を超える債務負担 

中期目標期間を超える債務負担については、当該債務負担行為の必要性及び資金計画への影

響を勘案し、合理的と判断されるものについて行う。 

４．積立金の処分に関する事項 

前中期目標期間の最終事業年度における積立金残高のうち、主務大臣の承認を受けた金額に

ついては、情報処理促進法第４３条に規定する業務の財源に充てる。 

５．その他独立行政法人通則法第２９条に規定する中期目標を達成するために必要な事項 

（１）内部統制の充実・強化 

①引き続き、「独立行政法人通則法の一部を改正する法律」（平成２６年法律第６６号）によ

る改正後の独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）及び「「独立行政法人の業務

の適正を確保するための体制等の整備」について」（平成２６年１１月２８日付総管査第３

２２号総務省行政管理局長通知）において定められた内部統制の推進及び充実を図る。  

②中期目標に基づき法令等を遵守しつつ業務を行い、機構のミッションを有効かつ効率的に

果たすため、業務方法書等の規定に基づき、引き続き理事長のリーダーシップの下で継続

して機構内の内部統制を充実・強化する取組みを推進するとともに、個々の職員に浸透す

るよう周知徹底を図る。 

（２）機構における情報セキュリティの確保 

①適正な業務運営及び国民からの信頼を確保する観点から、「独立行政法人等の保有する情
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報の公開に関する法律」（平成１３年法律第１４０号）、「独立行政法人等の保有する個人情

報の保護に関する法律」（平成１５年法律第５９号）に基づき、引き続き、適切な対応をと

るとともに、職員への周知徹底を行う。 

②「サイバーセキュリティ戦略」（平成２７年９月４日閣議決定）等の政府方針の下で機構が

実施している独法等における情報システムの監視業務や情報セキュリティ監査業務につ

いて、引き続きその職責を十分に果たすとともに、サイバーセキュリティ戦略本部が定め

る「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群」に基づき、適切に内部規程の

規定・改正を実施し、機構自らの情報セキュリティ対策の水準を向上させ、情報セキュリ

ティ確保に万全を期する。 

（３）戦略的広報の推進 

①機構が実施する事業の内容及び成果を、最も効果的な広報手法を検討した上で積極的に広

報し、広く国民の理解を得るとともに、ＰＤＣＡサイクルに基づく不断の見直しを実施す

る。 

②利用者の利便性向上を図るため、ウェブサイトの画面構成の改善等に努める。 

③国民一般に対してきめ細やかな情報提供を行うため、報道発表・取材対応に加え、機構が

有するメーリングリストや、外部の情報発信ツール等を活用し、継続的な情報発信を行う

とともに、機構の情報を継続的に受け取る登録者を増加させる活動を行い、第四期中期目

標期間において６０，０００人以上の登録者を追加する。（各年度において達成すべき目標

については、年度計画において定める。） 
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別紙 

 

別紙１ 予算 

 

別紙１－１ 

 

予算（総表） 

（単位:百万円） 

区 別 金 額 

収 入 

運営費交付金 

国庫補助金 

受託収入 

業務収入 

その他収入 

計 

 

３２，１０２ 

４，３８７ 

１，５２０ 

２７，１０９ 

４８ 

６５，１６６ 

支 出 

業務経費 

受託経費 

一般管理費 

計 

 

６２，６１３ 

１，５２０ 

５，２９３ 

６９，４２５ 

［人件費の見積り］ 

期間中１１，０６２百万円を支出する。 

但し、上記の額は、役員報酬、職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当、諸支出金（法

定福利費を除く。）等に相当する範囲の費用である。 

［運営費交付金の算定方法］ 

ルール方式（別紙）を採用 

［注記］ 

各別表の「金額」欄の計数は、原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数に

おいて合計とは一致しないものがある。 
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（別 紙） 

［運営費交付金の算定ルール］ 

平成３０年度から平成３４年度までの各事業年度における運営費交付金（G(y)）につい

ては、次の数式により算出する。 

G(y) ＝ A(y－1) × α × γ ＋ Ca(y-1) × δ ＋ Da(y)  

＋ B(y－1) × β × γ ＋ Cb(y-1) × δ ＋ Db(y)  

＋ E(y) ＋ F(y) ＋ H(y) － I(y-1) × ε 

G(y)：当該年度における運営費交付金。 

A(y-1)：直前の年度における一般管理費（人件費、所要額計上経費を除く。）相当額。 

B(y-1)：直前の年度における事業に要する経費（人件費、所要額計上経費、特別事業費

を除く。）相当額。 

Ca(y-1)：直前の年度における一般管理費に係る人件費（役員報酬、職員基本給、職員諸

手当、超過勤務手当、諸支出金等）相当額。 

Cb(y-1)：直前の年度における事業に要する経費に係る人件費（役員報酬、職員基本給、

職員諸手当、超過勤務手当、諸支出金等）相当額。 

Da(y)：当該年度における一般管理費に係る所要額計上経費（事務所賃借料）相当額。 

Db(y)：当該年度における事業に要する経費に係る所要額計上経費（事務所賃借料、独法

等に対する不正な通信の監視業務に係る負担額）相当額。 

E(y)：特別事業費。機構の判断のみで決定又は実施することが困難な国家的な政策課題

に対応するために必要とされる事業費であり、各事業年度の予算編成過程で具体的

に決定。 

F(y)：政策的経費。短期間で成果が求められる技術開発への対応、法令改正に伴い必要

となる措置等の政策ニーズにより発生する資金需要について必要に応じ、物件費、

人件費に区分して計上。 

H(y)：調整経費。退職手当の支給、事故の発生等の特殊要因により特定の年度に一時的

に発生する資金需要について必要に応じ計上。 

I(y-1)：直前の年度における自己収入。セキュリティ業務収入、情報システムのセキュ

リティに係る評価・認証の手数料等を想定。 

 

係数α、β、γ、δ及びεについては、以下の諸点を勘案した上で、各年度の予算編成

過程において、当該年度における具体的な係数値を決定する。 

α（一般管理費の効率化係数）：毎年度平均で前年度比３％以上の効率化。 

β（事業の効率化係数）：毎年度平均で前年度比１％以上の効率化。途中新規事業につい

ても翌年度から年１％程度の効率化。 

γ（消費者物価指数）：前年度の実績値を使用。 

δ（人件費調整係数）：職員の採用、昇給・昇格、減給・降格、退職及び休職に起因する

一人当たり給与の変動の見込みに基づき決定。 

ε（自己収入調整係数）：自己収入の見込みに基づき決定。 
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［中期計画予算の見積りに際し使用した具体的係数及びその設定根拠等］ 

上記の算定式に基づき、一定の仮定の下に中期計画期間中の予算を試算。 

・α（一般管理費の効率化係数）については、前年度比３％以上の効率化を図る前提で

試算。 

・β（事業の効率化係数）については、試験勘定に係る事業を除き、前年度比１％以上

の効率化を図る前提で試算。 

・γ（消費者物価指数）については、平成３０年度は 0.999、３１年度及び３２年度は消

費税率のアップ分として、３１年度は 1.0092593、３２年度は 1.0091743、３３年度及

び３４年度は±０％として試算。 

・δ（人件費調整係数）については、平成３０年度は 0.99090、３１年度、３２年度、

３３年度及び３４年度は１として試算。 

・ε（自己収入調整係数）については、各事業の実施計画を踏まえ、平成３０年度は

0.5361497、３１年度は 1.2227004、３２年度は 1.0080065、３３年度及び３４年度は

１として試算。 

・Ｈ（調整経費）については、退職手当を前提に、平成３０年度は 45,455千円、３１年

度は 25,050千円、３２年度は 66,677千円、３３年度は 21,998千円、３４年度は 71,231

千円として試算。 
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別紙１－２ 

 

予算（事業化勘定） 

（単位:百万円） 

区 別 金 額 

収 入 

その他収入 

計 

 

０ 

０ 

支 出 

計 

 

０ 

［注記］ 

本勘定は平成１７年度に業務を停止しており、１百万円の現預金の収入利息のみが計上

されることとなる。 
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別紙１－３ 

 

予算（試験勘定） 

（単位:百万円） 

区 別 金 額 

収 入 

業務収入 

その他収入 

計 

 

１６，５４３ 

１３ 

１６，５５６ 

支 出 

業務経費 

一般管理費 

計 

 

１５，３１４ 

９７７ 

１６，２９１ 

［人件費の見積り］ 

期間中２，１４４百万円を支出する。 

但し、上記の額は、役員報酬、職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当、諸支出金（法

定福利費を除く。）等に相当する範囲の費用である。 
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別紙１－４ 

 

予算（一般勘定） 

（単位:百万円） 

区 別 
金 額 

情報セキュリティ ＩＴ人材育成 社会基盤 

収 入 

運営費交付金 

国庫補助金 

受託収入 

業務収入 

その他収入 

計 

 

１７，８６３ 

４，３８７ 

１，５２０ 

１０，５４２ 

０ 

３４，３１２ 

 

３，０１９ 

０ 

０ 

０ 

０ 

３，０１９ 

 

６，９０５ 

０ 

０ 

１９ 

０ 

６，９２３ 

支 出 

業務経費 

受託経費 

一般管理費 

計 

 

３５，０７７ 

１，５２０ 

０ 

３６，５９７ 

 

３，０１９ 

０ 

０ 

３，０１９ 

 

９，１８３ 

０ 

０ 

９，１８３ 

区 別 債務保証業務 法人共通 合 計 

収 入 

運営費交付金 

国庫補助金 

受託収入 

業務収入 

その他収入 

計 

 

０ 

０ 

０ 

５ 

１５ 

２０ 

 

４，３１６ 

０ 

０ 

０ 

０ 

４，３１６ 

 

３２，１０２ 

４，３８７ 

１，５２０ 

１０，５６５ 

１５ 

４８，５８９ 

支 出 

業務経費 

受託経費 

一般管理費 

計 

 

２０ 

０ 

０ 

２０ 

 

０ 

０ 

４，３１６ 

４，３１６ 

 

４７，２９９ 

１，５２０ 

４，３１６ 

５３，１３４ 

［人件費の見積り］ 

期間中８，９１７百万円（情報セキュリティ３，７２６百万円、ＩＴ人材育成７２９百

万円、社会基盤２，１３４百万円、法人共通２，３２８百万円）を支出する。 

但し、上記の額は、役員報酬、職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当、諸支出金（法

定福利費を除く。）等に相当する範囲の費用である。 
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別紙１－５ 

 

予算（地域事業出資業務勘定） 

（単位:百万円） 

区 別 金 額 

収 入 

その他収入 

計 

 

２０ 

２０ 

支 出 

計 

 

０ 
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別紙２ 収支計画 

 

別紙２－１ 

 

収支計画（総表） 

（単位:百万円） 

区 別 金 額 

費用の部 

経常費用 

業務費用 

受託経費 

一般管理費 

減価償却費 

収益の部 

経常収益 

運営費交付金収益 

補助金収益 

受託収入 

業務収入 

その他収入 

資産見返負債戻入 

財務収益 

純利益（△純損失） 

前中期目標期間繰越積立金取崩額 

目的積立金取崩額 

総利益（△総損失） 

 

７０，８３８ 

５７，７５２ 

１，５２０ 

５，２９３ 

６，２７３ 

 

６９，８６１ 

３２，１０２ 

４，３８７ 

１，５２０ 

２７，１０９ 

１０８ 

４，６１５ 

２１ 

△  ９７７ 

１，１９８ 

０ 

２２１ 

［注記］ 

各別表の「金額」欄の計数は、原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数に

おいて合計とは一致しないものがある。  
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別紙２－２ 

 

収支計画（事業化勘定） 

（単位:百万円） 

区 別 金 額 

費用の部 

 

収益の部 

経常収益 

財務収益 

純利益（△純損失） 

前中期目標期間繰越積立金取崩額 

目的積立金取崩額 

総利益（△総損失） 

 

 

 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

［注記］ 

本勘定は平成１７年度に業務を停止しており、１百万円の現預金の収入利息のみが計上

されることとなる。 
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別紙２－３ 

 

収支計画（試験勘定） 

（単位:百万円） 

区 別 金 額 

費用の部 

経常費用 

業務費用 

一般管理費 

減価償却費 

収益の部 

経常収益 

業務収入 

その他収入 

資産見返負債戻入 

財務収益 

純利益（△純損失） 

前中期目標期間繰越積立金取崩額 

目的積立金取崩額 

総利益（△総損失） 

 

１６，４６５ 

１５，０７８ 

９７７ 

４１０ 

 

１６，５７７ 

１６，５４３ 

１３ 

２０ 

０ 

１１２ 

９ 

０ 

１２１ 
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別紙２－４ 

 

収支計画（一般勘定） 

（単位:百万円） 

区 別 
金 額 

情報セキュリティ ＩＴ人材育成 社会基盤 

費用の部 

経常費用 

業務費用 

受託経費 

一般管理費 

減価償却費 

収益の部 

経常収益 

運営費交付金収益 

補助金収益 

受託収入 

業務収入 

その他収入 

資産見返負債戻入 

財務収益 

純利益（△純損失） 

前中期目標期間繰越積立金取崩額 

目的積立金取崩額 

総利益（△総損失） 

 

３９，７７３ 

３２，７１２ 

１，５２０ 

０ 

５，５４０ 

 

３８，５８４ 

１７，８６３ 

４，３８７ 

１，５２０ 

１０，５４２ 

０ 

４，２７２ 

０ 

△  １，１８９ 

１，１８９ 

０ 

０ 

 

３，０１９ 

３，０１９ 

０ 

０ 

０ 

 

３，０１９ 

３，０１９ 

０ 

０ 

０ 

０ 

９ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

 

６，９３２ 

６，９２３ 

０ 

０ 

９ 

 

６，９３２ 

６，９０５ 

０ 

０ 

１９ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

区 別 債務保証業務 法人共通 合 計 

費用の部 

経常費用 

業務費用 

受託経費 

一般管理費 

減価償却費 

収益の部 

経常収益 

運営費交付金収益 

補助金収益 

受託収入 

業務収入 

その他収入 

資産見返負債戻入 

財務収益 

純利益（△純損失） 

前中期目標期間繰越積立金取崩額 

目的積立金取崩額 

総利益（△総損失） 

 

２０ 

２０ 

０ 

０ 

０ 

 

２０ 

０ 

０ 

０ 

５ 

１５ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

 

４，６２９ 

０ 

０ 

４，３１６ 

３１４ 

 

４，６２９ 

４，３１６ 

０ 

０ 

０ 

０ 

３１４ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

 

５４，３７３ 

４２，６７４ 

１，５２０ 

４，３１６ 

５，８６３ 

 

５３，１８４ 

３２，１０２ 

４，３８７ 

１，５２０ 

１０，５６５ 

１５ 

４，５９５ 

１ 

△  １，１８９ 

１，１８９ 

０ 

０ 
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別紙２－５ 

 

収支計画（地域事業出資業務勘定） 

（単位:百万円） 

区 別 金 額 

費用の部 

 

収益の部 

経常収益 

 その他収入 

財務収益 

純利益（△純損失） 

前中期目標期間繰越積立金取崩額 

目的積立金取崩額 

総利益（△総損失） 

 

 

 

１００ 

８０ 

２０ 

１００ 

０ 

０ 

１００ 
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別紙３ 資金計画 

 

別紙３－１ 

 

資金計画（総表） 

（単位:百万円） 

区 別 金 額 

資金支出 

業務活動による支出 

投資活動による支出 

次期中期目標期間への繰越 

資金収入 

業務活動による収入 

運営費交付金による収入 

国庫補助金による収入 

受託収入 

業務収入 

その他収入 

投資活動による収入 

当中期目標期間の期首資金残高 

７２，６３０ 

６４，８３０ 

４，８６１ 

２，９３９ 

７２，６３０ 

６５，１６６ 

３２，１０２ 

４，３８７ 

１，５２０ 

２７，１０９ 

４８ 

２，７００ 

４，７６４ 

［注記］ 

各別表の「金額」欄の計数は、原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数に

おいて合計とは一致しないものがある。 
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別紙３－２ 

 

資金計画（事業化勘定） 

（単位:百万円） 

区 別 金 額 

資金支出 

次期中期目標期間への繰越 

資金収入 

業務活動による収入 

その他収入 

当中期目標期間の期首資金残高 

１ 

１ 

１ 

０ 

０ 

１ 

［注記］ 

本勘定は平成１７年度に業務を停止しており、１百万円の現預金の収入利息のみが計上

されることとなる。 
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別紙３－３ 

 

資金計画（試験勘定） 

（単位:百万円） 

区 別 金 額 

資金支出 

業務活動による支出 

投資活動による支出 

次期中期目標期間への繰越 

資金収入 

業務活動による収入 

業務収入 

その他収入 

投資活動による収入 

当中期目標期間の期首資金残高 

１８，７４５ 

１６，０５５ 

２３６ 

２，４５４ 

１８，７４５ 

１６，５５６ 

１６，５４３ 

１３ 

１，１００ 

１，０８８ 
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別紙３－４ 

 

資金計画（一般勘定） 

（単位:百万円） 

区 別 
金 額 

情報セキュリティ ＩＴ人材育成 社会基盤 

資金支出 

業務活動による支出 

投資活動による支出 

次期中期目標期間への繰越 

資金収入 

業務活動による収入 

運営費交付金による収入 

国庫補助金による収入 

受託収入 

業務収入 

その他収入 

投資活動による収入 

当中期目標期間の期首資金残高 

３６，７６０ 

３４，３９６ 

２，３６５ 

０ 

３６，７６０ 

３４，３１２ 

１７，８６３ 

４，３８７ 

１，５２０ 

１０，５４２ 

０ 

１，２００ 

１，２４８ 

３，０１９ 

３，０１９ 

０ 

０ 

３，０１９ 

３，０１９ 

３，０１９ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

９，１８３ 

６，９２３ 

２，２６０ 

０ 

９，１８３ 

６，９２３ 

６，９０５ 

０ 

０ 

１９ 

０ 

０ 

２，２６０ 

区 別 債務保証業務 法人共通 合 計 

資金支出 

業務活動による支出 

投資活動による支出 

次期中期目標期間への繰越 

資金収入 

業務活動による収入 

運営費交付金による収入 

国庫補助金による収入 

受託収入 

業務収入 

その他収入 

投資活動による収入 

当中期目標期間の期首資金残高 

４６９ 

４３ 

０ 

４２５ 

４６９ 

２０ 

０ 

０ 

０ 

５ 

１５ 

４００ 

４９ 

４，３９４ 

４，３９４ 

０ 

０ 

４，３９４ 

４，３１６ 

４，３１６ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

７９ 

５３，８２５ 

４８，７７５ 

４，６２５ 

４２５ 

５３，８２５ 

４８，５８９ 

３２，１０２ 

４，３８７ 

１，５２０ 

１０，５６５ 

１５ 

１，６００ 

３，６３６ 
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別紙３－５ 

 

資金計画（地域事業出資業務勘定） 

（単位:百万円） 

区 別 金 額 

資金支出 

次期中期目標期間への繰越 

資金収入 

業務活動による収入 

その他収入 

当中期目標期間の期首資金残高 

５９ 

５９ 

５９ 

２０ 

２０ 

３９ 

 


